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第４章 計画の着実な推進に向けて 

人口減少、少子高齢化、過疎化の進行や高度情報化の進展、人々の価値観やライフスタイ

ルの変化など社会情勢の変化に伴い、地域コミュニティ機能の低下、さらには市民ニーズの

多様化・高度化などにより、市民個人の努力や行政だけでは対応ができない課題が増えてい

ます。この課題を解決していくためには、あらゆる分野において市民、地域、事業者（企業）、

団体など多様な主体と行政が協働により、自主自立のまちづくりを進める必要があります。 

また、これからのまちづくりにおいては、あらゆる分野で男女共同参画の理念に基づく取

組を進め、家庭や職場、地域における理解の浸透を図るとともに、市内外から「選ばれるま

ち」としてのシティプロモーションの充実や、「人生 100 年時代」と言われる中で、誰もが生

涯にわたって活躍できる環境づくりが求められています。 

加えて、防災・減災の取組により災害に強いまちづくりをめざす国土強靭化の推進や、デ

ジタル技術の浸透による社会変革をめざすデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）への

対応、ポストコロナ社会の中での新しい暮らし方や働き方などへの対応など、時代の変化に

即したまちづくりを進めます。 

さらに、厳しい財政状況が見込まれる中で、第２次総合計画の着実な推進に向けては、財

源確保は必要不可欠であり、より一層効率的・効果的な行財政運営に努めるとともに、広域

化する行政需要には近隣市町や播磨圏域連携中枢都市圏などと連携を図る中で、効果的な取

組を進めていく必要があります。 

 

１．参画と協働のまちづくりの推進 

（１）多様な主体と行政による協働のまちづくりの推進 

従来のまちづくりは、行政があらゆる公共サービスの担い手として位置づけられてきま

したが、人口減少、少子高齢化、過疎化の進行など社会情勢の変化に伴い、地域コミュニ

ティや子育て・福祉分野などにおいて新たな課題が発生する中では、市民個人の努力や行

政だけでは対応することが困難な事例が多くなっています。 

一方、近年、市民においては「社会の役に立ちたい」、「地域活動に積極的に関わりたい」

という思いから、まちづくりに貢献する活動団体などへ参加される人も見受けられ、また

事業者（企業）においても、社会貢献活動に取り組む動きが広がりを見せています。 

平成 23（2011）年３月に宍粟市自治基本条例を制定している本市においては、市民、市

民の日常生活に密着した自治会や地域、さらに団体や事業者（企業）など多様な主体が、

新たな公益を担う自立した存在として行政と対等な立場で連携・協力し、協働の関係を築

きながらまちづくりを進めていかなければなりません。 

そこで、市民に対しては、市民と市民、市民と行政の協働に対する意識の向上をより一

層図っていくとともに、行政職員も多様な主体との協働によるまちづくりに対する意識の

向上を図っていきます。また、市民と行政職員がともにまちづくりに関わり、実績を積み

重ねることが協働の気運を高めることにつながると考えられるため、誰もがまちづくりに

参加でき、市民と行政がより密接な連携を深めていく仕組みを構築していきます。 
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（２）情報共有の推進 

市民の参画と協働のまちづくりを進めるためには、市民と行政が互いに持っている情報

を共有し、対話し、理解し合う中で、信頼関係を築いていくことが重要です。 

本市では、広報しそう、ホームページ、しーたん通信、しそうチャンネル、フェイスブッ

ク、ラインなど様々な広報メディアを活用して情報発信を行うとともに、市民提案制度、

タウンミーティング、市民アンケート、パブリックコメント等を通じて、市民の意見を行

政に幅広く取り入れる機会を設けています。市政の透明性をさらに高めるうえでは、市民

の理解を深めるための課題などを市民目線で精査し、そのうえで行政運営が市民に正しく

理解され、関心が持たれる情報を発信するとともに、市民からの意見・情報の聴取手段の

より一層の充実を図っていきながら、情報が共有され、対話を通じ、市民と行政による協

働のまちづくりを推進していきます。 

 

（３）人づくり、リーダー育成の推進 

市民と行政が、本市の将来像をめざし、共通の目標・目的のもと、郷土愛を育みながら

ともに知恵を出し合い、力を合わせたまちづくりを進めていくうえでは、人づくりととも

に、様々な分野で、まちづくりを牽引するリーダーとなる人材を育成していくことが重要

な課題となっています。 

このため、活動におけるリーダーシップや活動の組み立て方、組織運営のマネジメント

など、必要な知識や技術を身につけるリーダー養成の機会を創出し、その成果が地域に生

かされる仕組みづくりに重点的に取り組みます。また、地域おこし協力隊や移住者など、

市外からの人材が活躍できる仕組みづくりや、受入体制を構築します。 

さらに、地域コミュニティ活動やボランティア・ＮＰＯ活動など市民公益活動への支援

などに努め、市民の自主的、主体的なまちづくり活動が持続・発展的に展開されるよう支

援するとともに、活動を支え、担っていく人材の確保・育成についても重要なことから、

様々な分野において人づくりや交流の場をつくることで、次代を担う子どもたち、女性、

高齢者を含め、多様な市民の積極的参加を促しながら取組を進めていきます。さらに、行

政職員に対しては、地域活動やボランティア活動に対する意識を高め、協働のまちづくり

をリードできる人材としての養成に努めていきます。 

このような取組を通じ、市民活動をより一層活発化させるため、市民が集い、自由に相

談・情報交換などができる交流拠点づくりについて検討します。 
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～新たな公益のイメージ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※公益： 
 公共の利益を縮約した言葉であり、ある社会を構成する個人や集団の私的利益に対して、その社会の全構成員

に関わる共通の利益を指す。 

 

※市民公益活動： 
 まちづくりに貢献するため市民が自主的に行う活動（自治基本条例第 22 条）。 

 

２．男女共同参画の推進 

性別に関わらず、あらゆる分野に参画し、ともに責任を担うことで、誰もが自分らしく

生きることができる男女共同参画社会を実現するため、正しい認識を持つことができるよ

う、様々な機会を通して啓発活動を行うとともに、家庭や地域・学校・職場等において男

女共同参画に関する教育・学習を推進します。 

また、まちづくりにおける女性の参画や活躍を推進するため、家庭や地域、職場等にお

ける仕組みづくりや働きかけを行います。 

さらに、互いの身体的性差を理解し合い、相手を思いやるとともに、「男性」「女性」と

いった性別だけではなく、多様な性について知り、一人ひとりの性のあり方を尊重するこ

とができる社会を構築します。 

こうした考え方に基づき、あらゆる分野において市民、事業者、団体、教育関係者、行

政等が連携し、男女共同参画社会の実現に向けて、総合的・効果的に取り組みます。 

 

３．シティプロモーションの推進 

人口減少や地域の衰退が懸念される中で、今後も継続的に発展を続けていくためには、

「選ばれるまち」として本市が有する豊かな自然、歴史、文化、風土、産業や暮らしなどの

魅力と地域づくり活動や移住・定住、企業誘致や就職・子育て支援などの取組を組み合わ

せた情報発信など、まちのイメージアップやブランド化に向けた、シティプロモーション

行 政 

公 益 

事業者 

市民 

協働 行 政 

公 益 
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の充実が重要となります。 

「住み続けたいまち」として、広報メディアやイベント等を通して本市の魅力を積極的

に発信していき、市民が本市の魅力を理解し、関心を持つことによって、連帯感を高めて

いき、市民へのシビックプライド（まちへの誇りや愛着心）の醸成を図ります。 

また、「住んでみたい、訪れたいまち」として、本市の地域資源の情報分析によるターゲ

ットの絞り込みやニーズの明確化を図ったうえで効果的に情報を発信していくとともに、

市民と行政のみならず、市外の人にも魅力が発信できる仕組みの構築や、民間のノウハウ

を活用することで、本市の認知度の向上やまちのブランドイメージの構築を図っていき、

来訪者、移住者のさらなる増加をめざします。 

 

４．「生涯活躍社会」の実現 

人口減少、少子高齢化により生産年齢人口が減少する中でも地域の活力を維持していく

ため、子どもから高齢者まで、すべての市民があらゆる場面で活躍することができる「生

涯活躍社会」の実現をめざします。市民一人ひとりが価値観やライフステージに応じて希

望する暮らし方、働き方、学び方を生涯にわたって選択できるよう、健康づくり・介護予

防の促進による体力向上や健康寿命の延伸を図ります。また、経済的な自立だけでなく、

ワークライフバランスの実現や社会とのつながりを保つことで生きがいを感じることな

ど、あらゆるニーズに応じた多様な働き方や雇用機会の確保を図ります。 

さらに、基礎学力の修得や、長くなった人生に合わせ生涯にわたって「教養」を身につ

け、人生を豊かにする生涯学習の支援、学んだ知恵や知識を地域社会に還元することな

ど、生涯を通じた学びの機会の確保を図ります。 

こうした取組により、人生 100 年時代を健康で豊かに自立して暮らすことができる地

域づくりを行います。 

 

５．デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）による社会変革への対応 

デジタル技術の浸透により、生活をあらゆる面で良い方向に変化させ、住みやすいまちづ

くりにつなげていくデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）が進んでおり、これからの

社会に大きな影響を及ぼすことが予想されます。 

インフラや制度、組織のあり方、生産方法などに AI、IoT などのデジタル技術が導入され、

それらを最大限に活用できる新たな社会・経済システムが生まれることによる暮らしの利便

性や働き方の変化とともに、地方自治体では行政事務への RPA や AI の導入による定型業務

の効率化や行政手続きのオンライン化など、行政サービスの向上も期待されています。 

一方で、デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）に対応するには、デジタル技術の仕

組みを理解し、使いこなしていくための知識の習得や専門的な人材の確保が必要となります。 

本市においても、デジタル人材の育成・確保を進めつつ、安全・安心な地域社会の実現、利

便性の高い市民サービスの提供、行政コストの削減、自治体間の連携強化による広域的な行

政サービスの展開など、あらゆる分野においてデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）
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による変革を進めることで、市内で生活する人や働く人、市外から訪れる人などの誰もが暮

らしやすく、便利で安全・安心なデジタル社会の実現をめざします。 

 

６．ポストコロナ社会への対応 

令和元（2019）年 12 月に確認された新型コロナウイルス感染症は世界規模で流行し、日

本でも令和２（2020）年に、国による緊急事態宣言が発令され、不要不急の移動自粛や学校

の休業、商業施設等への休業要請など、市民生活・経済に大きな影響が出ました。 

一方で、感染拡大を予防する対策が進み、社会・経済活動や人々の行動・意識・価値観の変

容がもたらされ、テレワークやオンライン授業、電子決済の普及など、生活のあらゆる場面

でデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）が加速し、先端技術の活用による社会のあり

方や仕組みの変革が進みつつあります。 

また、都市部への人口集中の課題が浮き彫りとなり、暮らし方や働き方が変化する可能性

も指摘され、都市部に比べ過密状態になりにくい地方移住が促進されることも予想されます。 

そのため、本市においてもあらゆる場面における先端技術の活用促進や、宍粟市での暮ら

しの魅力発信を進めるなど、ポストコロナ社会における課題の解決と変革への対応を進めて

いくこととします。 

 

７．国土強靭化の推進 

本市の豊かな自然は市民や来訪者等に多くの恵みをもたらし、地域活力の源となっている

一方、台風、大雨、地震等による被害拡大の原因ともなり、私たちの日常を一瞬にして奪う

こともあります。局所的短時間豪雨災害等の頻発化・激甚化や南海トラフ巨大地震等の発生

が懸念される中、本市においてもこうした災害への対応を強化することが求められています。 

国では東日本大震災等、過去の災害による甚大な被害に対して、長期間にわたる復旧・復

興を繰り返してきました。これを避けるため「強くしなやかな国民生活の実現を図るための

防災・減災等に資する国土強靱化基本法（平成 25（2013）年法律第 95 号）」が施行され、大

規模自然災害等に備えた強靱な国づくりに向け、「強さとしなやかさ」を備えた国土、経済社

会システムを平時から構築するための取組を推進しています。 

本市においても、どのような大規模自然災害等が起こっても機能不全に陥らず、元気であ

り続ける「強靱な地域」をつくりあげるため、本計画と整合を図りながら別に定める「宍粟

市地域強靭化計画」を各分野の個別計画の国土強靱化に関する指針として、強くしなやかで

持続可能なまちづくりを進めていくこととします。 
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■総合計画と国土強靭化計画、個別計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

８．持続可能な行財政運営の推進 

（１）効果的・効率的な行財政運営の推進 

将来的に厳しい財政状況が見込まれる中で、第２次総合計画を着実に推進していくため

には、歳入確保と歳出抑制を柱とする行財政改革の推進を図り、健全で計画的な財政運営

を行っていく必要があります。一方で、限られた財源の中で何を優先して行い、何をやめ

るのかを選択し、今まさにやるべきこと、やらなければならないことは積極的かつ集中し

て取り組む必要があります。 

歳入の確保に向けては、徴収率向上への対策強化や、広告料収入・寄付金収入の増加、

市有財産の有効活用などにより財源の確保に努めます。 

歳出の抑制に向けては、総合計画に位置付けた取組を着実に推進するとともに、計画（Ｐ

ｌａｎ）、実施（Ｄｏ）、評価（Ｃｈｅｃｋ）、改善（Ａｃｔｉｏｎ）のＰＤＣＡサイクルに

より進捗管理を行い、適宜事業の見直しを行うなど社会の変化に対応した行政運営を行い

ます。また、長期的・計画的な視点から公共施設などの更新・統廃合、長寿命化の推進な

ど、将来を見据え、収入に応じたバランスのとれた支出となる取組を進めていきます。職

員数が減少しても、多様化・複雑化する市民ニーズに迅速に対応できるよう、スリムで効

率的な組織体制の構築、職員の能力向上などに取り組んでいきます。 

さらには、行政運営が市民に正しく理解され、関心が持たれる情報を発信するとともに、

市民からの意見・情報の聴取手段をより一層充実させるなど市政に反映させる取組を進め

るとともに、政策立案や計画を策定する段階における市民の参画を推進していきます。 

このように、最小の経費で最大の効果をあげる取組に努め、健全で持続可能な行財政運

営を推進します。 

 

～PDCA サイクルによる行政運営の推進～ 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Do 

 

Check 

 

Action 

 行政の活動を 

計画する 

行政の活動を 

実施する 

行政の活動を 

評価する 

行政の活動を 

改善する 

新たな計画に反映させる 

整合 
第２次宍粟市総合計画後期基本計画 

（第２次宍粟市地域創生総合戦略） 
宍粟市地域強靭化計画 

反映 

各分野の個別計画 
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（２）広域連携の推進 

住民の日常生活や経済活動が広域化し、住民ニーズが多様化・高度化する中で、行政区

域を越えた行政需要に対応するためには、近隣市町や播磨圏域連携中枢都市圏などとの連

携による行政の広域化がますます重要になると考えられます。 

特に、地勢的、歴史的、文化的につながりの深い播磨圏域連携中枢都市圏や播磨科学公

園都市圏域定住自立圏については、人口減少、少子高齢化、経済の停滞などの課題を共有

する中で、行政サービスの効率化、地域の魅力の創出と情報発信、さらには地域産業の活

性化などを図っていくため、各市町との連携のもと圏域の潜在力を生かすことにより、よ

り効率的で効果的な質の高い取組を展開していきます。 

また、今後は、観光、防災、道路網、公共交通など様々な分野において、隣接する但馬地

域や県域を越えた近隣市町と広域連携を展開していくための方策について、検討・推進に

努めていきます。 

 


